
陸上自衛官の育児休業に伴う任期付採用に関する達 

平成 19 年 10 月 26 日 

陸上自衛隊達第 21―25 号 

 

自衛官の育児休業に伴う任期付採用に関する訓令（平成19年防衛省訓令第156

号）の規定を実施するため、陸上自衛官の育児休業に伴う任期付採用に関する

達を次のように定める。 

陸上幕僚長 陸将 折木 良一 

 

陸上自衛官の育児休業に伴う任期付採用に関する達 
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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この達は、陸上自衛隊の任期付自衛官の採用及び任期更新等に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（指定部隊等の長） 

第２条 自衛官の育児休業に伴う任期付採用に関する訓令（平成 19 年防衛省訓

令第 156 号。以下「任期付採用訓令」という。）第３条第１項の規定に基づ

く陸上幕僚長の指定する部隊等の長は、任命権に関する訓令（昭和 36 年防衛

庁訓令第４号。以下「任命権訓令」という。）第 28 条第３項に規定する部隊

改正 平成 21 年２月３日達第 122―230 号 平成 25年 12 月 27 日達第 21―25―１号 
 

平成 26 年２月 21 日達第 21―27 号 平成 29 年３月 24 日達第 122―282 号 

 平成 29 年３月 24 日達第 122―285 号 平成 29 年５月 26 日達第 122―287 号 

 平成 30 年３月 27 日達第 122―293 号 平成 31 年４月 19 日達第 122―302 号 

 令和元年６月 27 日達第 122―303 号 令和３年３月 15 日達第 122―315 号 

 令和５年３月 24 日達第 21－25－2 号  



等の長並びに陸上幕僚長を任免権者とする防衛大臣直轄部隊長及び共同機関

の長（以下「指定部隊等の長」という。）とする。 

 

 

（応募資格） 

第３条 任期付自衛官の応募資格を有する者は、日本国籍を有し、自衛隊法（昭

和 29 年法律第 165 号）第 38 条第１項の規定に該当しない者であるほか、任

期付採用訓令第２条に規定するものとする。 

第２章 任期付自衛官の募集 

（採用上申） 

第４条 指定部隊等の長は、次の各号に該当し、任期付自衛官の採用を必要と

する場合には、任期付採用上申書（別紙第１）により順序を経て任免権者に

上申するものとする。ただし、准陸尉、陸曹又は陸士たる任期付自衛官の採

用上申に当たっては、採用以外の任免を行う任免権者の承認を得るものとす

る。 

(１) 育児休業の請求があった場合 

(２) 育児休業を取得中の者がいる場合 

２ 指定部隊等の長は、前項の上申を行う場合には、指定部隊等の長が所在す

る区域を担当する地方協力本部長に通知するものとする。 

（募集） 

第５条 任期付自衛官の募集は、指定部隊等の長が行うものとする。 

（志願者の提出書類） 

第６条 指定部隊等の長が志願者に提出させる書類は、次のとおりとする。 

(１) 任期付自衛官志願票（別紙第２） ２部 

(２) 自衛隊受験票（自衛官等の募集及び採用業務実施に関する達（陸上自 

衛隊達第 23―９号）別紙第 15 の様式による。） １部 

(３) 返信用封筒（切手添付） １部 

（地方協力本部長の協力） 

第７条 地方協力本部長は、任期付採用訓令第４条に規定する協力のほか、次

の事項を行うものとする。 

(１) 任期付自衛官の募集対象者に関して、指定部隊等の長と情報交換を行 

い、相互に連携 

(２) 指定部隊等の長と連携して任期付自衛官の志願者の受付を行い、志願 

者に対して任期付自衛官志願票及び自衛隊受験票を配付 

(３) 志願者の提出書類を受理した場合には、指定部隊等の長に送付 

(４) 前３号の規定に関して、担当区域以外の区域に所在する指定部隊等の 

長から依頼があった場合の協力 

(５) 任期付採用訓令第３条の規定に基づき海上幕僚長及び航空幕僚長が指

定する部隊等の長から依頼があった場合には、前各号の規定を準用 

(６) その他任期付採用訓令第４条の規定の実施に関して必要な事項 

（選考の方法） 



第８条 指定部隊等の長は、次の選考基準に基づき、任期付自衛官の選考を行

うものとする。 

(１) 勤務成績 

ア 幹部、准陸尉及び陸曹 

 (ｱ) 自衛官退職時における最新の人事評価に関する訓令（平成２８年

防衛省訓令第５６号。以下、「人事評価訓令」という。）第４条第

３項に規定する能力評価の全体評語が、良好以上の段階の者 

(ｲ) 前号の全体評語が付与されていない者は、自衛官退職時における

最終の勤務成績報告書の総合評価がＣ以上の者 

イ 陸士 

(ｱ) 自衛官退職時における最新の人事評価訓令第４条第３項に規定す

る能力評価の全体評語が、良好以上の段階の者 

(ｲ) 前号の全体評語が付与されていない者は、自衛官勤務記録表の在

職中の勤務状況の評定がＣ以上の者 

ウ 予備自衛官 

最新の人事評価記録書における全体標語がＢ以上、又は離職者身上

書の人事評価がＢ以上若しくは勤務成績が普通以上の者 

エ 即応予備自衛官 

最新の人事評価記録書における全体標語がＢ以上、又は離職者身上

書の人事評価がＢ以上若しくは勤務成績が普通以上の者 

(２) 口述試験 

指定部隊等の長が、個別面接形式により実施し、募集を行っている任

期付自衛官の職務に必要な資質を有している者と判断したもの 

(３) 身体検査 

選考時及び入隊時の身体検査を受検し、陸上自衛官採用身体検査実施

規則（陸上自衛隊達第 36―１号（３１．１．１３））に規定する男性自

衛官合格基準又は女性自衛官合格基準に達している者 

(４) 経歴評定 

指定部隊等の長が、育児休業取得者の職務に適応する職種、階級及び

特技（国家資格を必要とする場合には、必要な国家資格を含む。）を有

し又は同一職域での勤務経験を有する者で当該階級に必要な資質を有し

ていると判断したもの 

２ 指定部隊等の長は、任期付採用訓令第５条第２項に規定する選考の方法を

用いるときは任免権者に報告するものとする。 

第３章 任期付自衛官の採用及び任期更新 

（任期付自衛官の採用） 

第９条 幹部自衛官たる任期付自衛官の採用は、任命権訓令第７条、第８条及

び第 26 条の定めるところにより行うものとする。 

２ 准陸尉、陸曹又は陸士たる任期付自衛官の採用は、任命権訓令第 27 条第３

項の規定に基づき、陸上総隊に所属する者については陸上総隊司令官が、方

面隊及び方面総監に隷属する機関に所属する者については当該方面総監が行

うものとし、当該部隊等に所属する者以外の者については陸上幕僚長が行う。



この場合において、自衛官を退職した時の階級又は現に指定されている予備

自衛官若しくは即応予備自衛官（以下「予備自衛官等」という。）の階級と

同位の階級に採用することを原則とする。 

３ 陸上総隊司令官及び方面総監が行う准陸尉、陸曹又は陸士たる任期付自衛

官の採用において、現に予備自衛官等として任用されている者を除き、自衛

官を退職した時の階級より下位の階級で採用することが、真にやむを得ない

と認める場合には、陸上幕僚長の承認を得て行うことができるものとする。 

４ 自衛官を退職した時の階級が３等陸尉以上の者については、採用時の階級

を准陸尉以下とする採用の上申は行わないものとする。 

（採用時の職種指定及び特技付与） 

第 10 条 任期付自衛官採用時の職種及び特技は、退職時の職種及び特技、又は

現に指定されている予備自衛官等の職種及び特技を指定するものとする。 

（任用期間） 

第 11 条 任期付自衛官の任用期間は、育児休業承認期間において任免権者が定

める期間とする。 

（任期更新の上申） 

第 12 条 指定部隊等の長は、育児休業承認期間において任期付自衛官の任期の

更新を必要と認める場合には、順序を経て任免権者に上申するものとする。 

（更新基準） 

第 13 条 任期付自衛官の任期の更新基準は、次のとおりとする。 

(１) 勤務成績 

ア 幹部、准陸尉及び陸曹 

人事評価訓令第４条３項及び４項に規定する最新の能力評価及び業

績評価の全体評語が、良好以上の段階の者 

イ 陸士 

陸士の継続任用に関する達（陸上自衛隊達第 21―５号（３５．４．

１））第４条及び第７条の規定を準用 

(２) 健康診断 

任期末日の１年以内に実施した陸上自衛隊健康診断及び体力検査実施

規則（陸上自衛隊達第 36―６号（４４．７．３０））第４条の規定に基づ

く定期健康診断の結果をもって代えるほか、同達第５条に定める別表第３

の継続任用志願者の健康診断中、即応予備自衛官の規定を準用 

（通知） 

第 14 条 任免権者は、任期付自衛官として採用又は任期の更新を決定した場合

には、任期付採用訓令第 10 条の規定により採用を決定された者又は任期の

更新を決定された者に通知しなければならない。 

２ 陸尉（准陸尉を含む。）、陸曹又は陸士たる任期付自衛官の任免権者は、

前項の通知を行った者に対して、その結果を取り消す場合には、取消通知（別

紙第３）により通知するものとする。 

３ 指定部隊等の長は、３等陸佐以上の採用又は任期の更新の決定を取り消す

必要がある場合には、順序を経て防衛大臣に報告するものとする。 

（承諾書） 



第15条 任免権者は、任期付自衛官の採用又は任期の更新を通知した場合には、

承諾書（別紙第４）を提出させるものとする。ただし、３等陸佐以上の任期

付自衛官については、承諾書を陸上幕僚長に提出させるものとする。 

（辞退届） 

第 16 条 任免権者は、任期付自衛官の採用又は任期の更新に関し、辞退する旨

の申出があった場合には、辞退届（別紙第５）を提出させるものとする。た

だし、３等陸佐以上の任期付自衛官については、辞退届を陸上幕僚長に提出

させるものとする。 

（採用手続及び任期更新手続） 

第 17 条 本規定に必要な手続の細部事項は、別に定めるものとする。 

第４章 報告 

（報告） 

第 18 条 指定部隊等の長は、毎年４月末日までに、前年度における育児休業の

取得状況及び任期付自衛官の採用等実施状況報告書（別紙第６）を順序を経

て陸上幕僚長に報告するものとする。（人教定第 12 号） 

 

附 則 

この達は、平成 19 年 11 月１日から施行する。 

附 則（平成 21 年２月３日陸上自衛隊達第 122―230 号） 

この達は、平成 21 年２月３日から施行する。 

附 則（平成 25 年 12 月 27 日陸上自衛隊達第 21―25―１号） 

この達は、平成 26 年１月１日から施行する。 

附 則（平成 26 年２月 21 日陸上自衛隊達第 21―27 号抄） 

１ この達は、平成 26 年２月 21 日から施行する。 

   附 則（平成 29 年３月 24 日陸上自衛隊達第 122―282 号） 

 この達は、平成 29 年３月 27 日から施行する。 

附 則（平成 29 年３月 24 日陸上自衛隊達第 122―285 号抄） 

１ この達は、平成 29 年４月１日から施行する。 

２ この達による改正後の陸上自衛官の育児休業に伴う任期付採用に関する達

（陸上自衛隊達第 21－25 号）第 13 条第１項アの更新基準は、人事評価訓令

第４条３項及び４項に規定する能力評価及び業績評価の全体評語が付与され

るまでの間、なお従前の例とする。 

   附 則（平成 29 年５月 26 日陸上自衛隊達第 122―287 号） 

１ この達は、平成 29 年５月 30 日から施行する。 

２ この達による改正後の第８条第１項第１号ウ及び同号エに示す選考基準の

内、「最新の人事評価記録書における全体標語がＢ以上」とあるのは、予備

自衛官の任免等細部に関する達（陸上自衛隊達第 21－９号）第 21 条第１項及

び即応予備自衛官の任免等細部に関する達（陸上自衛隊達第 21－22 号）第 19

条第１項に規定する人事評価による全体標語が付与されるまでの間、なお従

前の例とする。 

   附 則（平成 30 年３月 27 日陸上自衛隊達第 122―293 号） 

 この達は、平成 30 年３月 27 日から施行する。 



   附 則（平成 31 年４月 19 日陸上自衛隊達第 122―302 号） 

１ この達は、平成３１年５月１日から施行する。 

２ この達施行の際、現に保有する旧様式の用紙類は所要の修正を行い使用す

ることができる。 

   附 則（令和元年６月 27 日陸上自衛隊達第 122―303 号） 

１ この達は、令和元年７月１日から施行する。 

２ この達の施行の際、現に存する本改正前の様式による用紙は、当分の間、

これを修正した上使用することができる。 

   附 則（令和３年３月 15 日陸上自衛隊達第 122―315 号） 

１ この達は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この達の施行の際、現に存するこの達による改正の前の様式（以下「旧様

式」という。）により使用されている書類は、この達による改正後の様式に 

 よるものとみなす。 

３ この達の施行の際、現に存する 旧様式による用紙については、当分の間、

これを修正の上使用することができる。 

   附 則（令和５年３月２４日陸上自衛隊達第 21-25-2 号） 

  この達は、令和５年４月１日から施行する。 



別紙第１（第４条関係） 

 

発 簡 番 号        

発簡年月日   

 

   任免権者 殿 

 

指定部隊等の長            

 

任 期 付 採 用 上 申 書                 

 規格：日本産業規格Ａ４縦 

番号 
採用予定部隊等名 

（補職名） 
採用年月日 任期終了年月日 

 

   

採用階級 採用職種 採用特技 

   

採 
 
 

用 
 
 

理 
 
 

由 

 



別紙第２（第６条関係） 

 注：記入上の注意 
  １ 青又は黒インク（ボールペン可）で本人が楷書ではっきりと記入してください。 
  ２ 記入欄が足りないときは、適宜の用紙をつけて記入してください。 
  ３ 記入事項に不正があると採用を取り消されることがあります。 

頭
文
字 

 任 期 付 自 衛 官  志 願 票                 

ふ り が な 
 
 

氏 名 
 
 

ふ り が な 
 
 

旧 氏 名 

                
 

男 
 

女 
 
                
 
 

（  年  月改め） 

写  真 
 
(１)次のような写真を、その裏
面に氏名を記入し、剥がれな
いように貼ってください。 

 ・申込前６か月以内撮影 
 ・脱帽、上半身、正面向き 
 ・縦４㎝、横３㎝程度 
 ・本人と確認できるもの 
(２)写真を貼っていない場合
又は不鮮明その他受験写真
として適当でない場合は受
理しません。 

     

 

受 
 
 

付 

地方協力

本部又は
部隊等名 

  

 受験番号   

 
年 月 日  

 

年 月撮影   

生 年 月 日 
昭和 
平成    年  月  日  
令和   （満   歳） 

職業   試 験 場   

  

退 職 時 

階 級 認識番号 職  種 特  技 

    

駐屯地等名 部隊等名 退職理由 

   

入 隊 ・ 退 職 
年 月 日 

年  月  日 入隊 
年  月  日 退職 

予備自衛官
の 有 無 

有（階級    職種     ）・無 

ふ り が な 
 

現 住 所 

                                         

 

郵便番号   ― 
電話番号（携帯可）（   ）   ―         

メールアドレス（連絡希望者）             

ふ り が な 
 
家族等連絡先 

                                         

氏名      続柄  住所 

 

郵便番号   ―       電話番号（携帯可）（   ）   ―         

自 衛 隊 で の 
勤 務 歴 
（新しい順） 

所属部隊等名 従事していた業務内容 期  間 

  年  月～  年  月 

  年  月～  年  月 

自衛隊退職後 
の 勤 務 歴 等 
（新しい順） 

勤務先（部課まで） 所在地（市町村名まで記入） 期  間 

  年  月～  年  月 

  年  月～  年  月 

応募資格に該当
す る 学 歴 等 
（新しい順） 

学校等名 部科名 所在地（市町村名まで記入） 期  間 卒業・中退別 

   年  月～  年  月 卒業・中退 

   年  月～  年  月 卒業・中退 

資 格 免 許 

資格免許名 取得年月日 資格免許名 取得年月日 

    

    

 私は、任期付自衛官採用試験を受験したいので申し込みます。 
 私は、日本国籍を有しており、自衛隊法第38条第１項各号のいずれにも該当しておりません。 
 また、この志願票の記載事項は事実に相違ありません。 
      年  月  日 

氏名（自筆）           



別紙第３（第14条関係） 

 

文 書 番 号   

年  月  日   

 

   採  用  者 
              殿 
   任期の更新者 

 

任免権者            

 

取 消 通 知                 

 

 

  あなたの    年  月  日付任期付自衛官としての採用（任期の更新）を、下

記の事由により取り消すこととなりましたので通知します。 

 

記 



別紙第４（第 15 条関係） 

 

 

承 諾 書                 

 

 

  私は、（任期付採用訓令第10条による文書番号、年月日）による任期付自衛官の採用（任

期の更新）について承諾します。 

 

 

        年  月  日 

 

 

   任免権者 殿 

 

所 属            

階 級            

氏 名            

（退職者は氏名のみ）     



別紙第５（第 16 条関係） 

 

 

辞 退 届                 

 

 

  私は、下記の理由により、任期付自衛官の採用（任期の更新）を辞退します。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        年  月  日 

 

 

   任免権者 殿 

 

所 属            

階 級            

氏 名            

（退職者は氏名のみ） 



 

 

別紙第６（第 18 条関係） 

令和  年度育児休業の取得状況及び任期付自衛官の採用等実施状況報告書 

 部隊等名    

区     分 １佐 ２佐 ３佐 １尉 ２尉 ３尉 准尉 曹長 １曹 ２曹 ３曹 士長 １士 ２士 計 備 考 

育
児
休
業 

前年度末育児休業者数(Ａ)                 

当該年度育児休業取得者数(Ｂ)                 

 Ｂのうち４月１日育児休業取得者数(Ｃ) （  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）  

当該年度育児休業復帰者数(Ｄ)                 

 Ｄのうち４月１日育児休業復帰者数(Ｅ) （  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）  

当該年度４月１日現在育児休業者数（Ｆ＝Ａ＋Ｃ－Ｅ）                 

当該年度末育児休業者数（Ｇ＝Ａ＋Ｂ－Ｄ）                 

当該年度育児休業期間延長者数                 

任
期
付
自
衛
官 

前年度末任期付自衛官数(Ｈ)                 

当該年度任期付自衛官採用者数(Ｉ)                 

 Ｉのうち４月１日任期付自衛官採用者数(Ｊ) （  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）  

当該年度任期満了者数(Ｋ)                 

 Ｋのうち４月１日任期満了者数(Ｌ) （  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ）  

当該年度４月１日現在任期付自衛官数（Ｍ＝Ｈ＋Ｊ－Ｌ）                 

当該年度末任期付自衛官者数（Ｎ＝Ｈ＋Ｉ－Ｋ）                 

当該年度任期付自衛官任期更新者数                 

補
充
率 

前年度末任期付自衛官補充率（Ｈ／Ａ）                 

当該年度４月１日任期付自衛官補充率（Ｍ／Ｆ）                 

当該年度末任期付自衛官補充率（Ｎ／Ｇ）                 

 

 注：学生等階級欄にない場合は、区分欄に応じた備考欄に育児休業又は任期付自衛官の数を記入すること。 


